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第三者割当による行使価額修正条項付第７回及び 
第８回新株予約権の発行条件等の決定に関するお知らせ 

 

当社は、2022年５月 23日（以下「発行決議日」といいます。）付の取締役会において、株式会社カインズ

（本社：埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO：高家 正行、以下「カインズ」といいます。）との業務提携契

約の締結を内容とする資本業務提携を行うこと並びにカインズに対する第三者割当増資による新株式（以下

「本新株式」といいます。）発行及び大和証券株式会社（以下「割当予定先」といいます。）に対する第三者割

当による行使価額修正条項付第７回新株予約権（以下「第７回新株予約権」といいます。）及び行使価額修正

条項付第８回新株予約権（以下「第８回新株予約権」といい、第７回新株予約権と文脈に応じて個別に又は総

称して「本新株予約権」といいます。）の発行を行うことについて決議しております。 

本新株予約権の発行に関し、2022年５月 27日（以下「条件決定日」といいます。）付の取締役会において

本新株予約権の発行条件等を決定いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2022年５月 23日付の「資本業務提携に関するお

知らせ並びに第三者割当による新株式の発行及び第三者割当による行使価額修正条項付第７回及び第８回新株

予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

 

１．決定された本新株予約権の発行条件等の概要 

（１） 割 当 日 2022年６月 13日 

（２） 発 行 価 額 第７回新株予約権１個当たり 590円 

第８回新株予約権１個当たり 275円とします。 

（本新株予約権の発行価額の総額：5,780,000円） 

（３） 資 金 調 達 の 額 

（差引手取概算額） 

1,692,680,000円（注） 

（４） 行使価額及び行使価額

の 修 正 条 件 

当初行使価額は、第７回新株予約権については、949円（2022年５月

26 日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいま

す。）における当社普通株式の普通取引の終値）、第８回新株予約権に

ついては、1,716円といたします。 

上限行使価額はありません。 

下限行使価額は 665 円（各別紙発行要項第 13 項による規定を準用し

て調整されます。以下「下限行使価額」といいます。） 

行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正

日」といいます。）に、修正日の直前取引日（同日に終値がない場合

には、その直前の終値のある取引日をいいます。）の東京証券取引所

における当社普通株式の普通取引の終値の 92％に相当する金額（円
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位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り上げるものとし

ます。以下「修正後行使価額」といいます。）に修正されます。ただ

し、修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、修

正後行使価額は下限行使価額とします。 

（５） 本 新 株 予 約 権 の 

行 使 期 間 

2022年６月 14日から 2025年６月 16日（ただし、各別紙発行要項第

16 項に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社

が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の

前銀行営業日）まで。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない

場合にはその前銀行営業日を最終日とします。 

（注）資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。本新株

予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、全ての本新株予約権が当初行使価額で行使さ

れたと仮定して算出された金額です。本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、資金調

達の額は増加又は減少し、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新

株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。 

 

 

２．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額 

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円） 

2,199,611,100 7,000,000 2,192,611,100 

（注）１．払込金額の総額は、本新株式の払込金額の総額499,931,100円に本新株予約権の発行価額の総額

（第７回新株予約権及び第８回新株予約権の合計5,780,000円）に本新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額の合計額（第７回新株予約権及び第８回新株予約権の合計1,693,900,000

円）を合算した金額です。 

２．払込金額の総額の算定に用いた本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、

全ての本新株予約権が当該当初行使価額で行使されたと仮定して算出された金額です。行使価額

が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は

増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得

した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合

計額及び発行諸費用の概算額は減少します。 

３．発行諸費用の概算額は、弁護士費用、新株予約権評価費用及びその他事務費用（有価証券届出書

作成費用及び変更登記費用等）の合計です。 

４．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

上記差引手取概算額2,192,611,100円について、本新株予約権の発行により調達した資金に係る具

体的な使途及び支出予定時期は以下のとおりです。なお、株式会社カインズに対する第三者割当増資

による新株式に発行により調達した資金である499,931,100円に係る具体的な使途及び支出予定時期

は2022年５月23日付の「資本業務提携に関するお知らせ並びに第三者割当による新株式の発行及び第

三者割当による行使価額修正条項付第７回及び第８回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照

ください。 

 

具体的な使途 金額(円) 支出予定時期 

① M&Aに係る費用 1,692,680,000 2022年６月～2025年６月 

※１．本新株予約権の発行により調達した資金につきましては、支出するまでの期間、銀行口座において安定
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的な資金管理をいたします。 

※２．資金使途の具体的な内容は、それぞれ以下のとおりとなります。なお、本新株予約権の行使の有無は割

当予定先の判断に依存するため、現時点において調達を想定する金額は確定したものではなく、将来時

点において実際に調達できる金額と異なる可能性があります。 

 

新規的なエンターテイメント領域（ゲームエンタメサービス）、eスポーツ領域（eスポーツ

サービス）及び地方創生領域（ちいき資本主義サービス）の３領域（以下これら３領域を総称

して「重点領域」といいます。）を中心とした成長市場における競争優位性の維持・向上のために

は、既存サービスの差別・機能強化が必要不可欠です。しかしながら、劇的な外部環境の変化に柔軟

に対応し、成長を持続するより強固な事業基盤を迅速に構築するためには、単独では短期間に獲得が

困難な経営資源やノウハウを補完し得る外部企業や団体とのパートナーシップ構築が肝要だと考えま

す。積極的なM&Aによる戦略的投資をこれまで以上に推進し、既存事業の更なる成長と新規事業開拓

を加速させ、当社の強みであるクリエイティブやテクノロジーによる相乗効果を狙うことで、当社ら

しい企業価値の向上をこれまで以上に追求することが、今後の重要な成長戦略と考えています。 

当面の買収戦略として、上記のeスポーツ領域・地方創生領域・新規的なエンターテイメント領域

（メタバース等）をテーマに、様々な切り口で幅広い企業を検討対象としております。今後、これら

のマーケットにて積極的なM&Aを、過去実施サイズよりも比較的大きな規模（本新株予約権にて調達

予定の金額を目途に、重点領域において１社から２社）の買収を想定して進める予定ですが、投資機

会を逃さず、より大きな成長機会を確実に捉えるために、事前に一定の資金を確保しておく必要があ

ると考えます。すなわち、M&Aや資本業務提携の検討については、取り組みの実施時期、候補企業、

個別投資金額は定まっておりませんが、M&Aや資本業務提携の機会を逸しないために、あらかじめ必

要と考えられる資金を確保していくことが重要であることから、当該資金を確保できる手段をできる

限り早めに決定したいと考え、本資金調達を行うことを決定いたしました。そのため、将来の買収及

び戦略的投資のための資金として、今回調達する資金のうち、上記の戦略に基づいた M&Aに

1,692,680,000円を充当する予定です。今後のM&Aについては、これらの計画が決定された場合等、進

捗に伴い適切なタイミングで開示を行ってまいります。また、上記支出予定期間中に上記金額分の

M&Aを実施しなかった場合、当該期間の経過後も引き続きM&Aに関わる費用に充当する予定です。さら

に、実際に投資する金額が上記金額を超える場合には、当社の企業価値向上と株主の皆様の利益に資

するか否かを慎重に検討したうえで、自己資金や銀行借り入れ等その時点で適切と考える対応を検討

及び実行する予定です。 

 

その他、詳細につきましては、2022年５月23日付の「資本業務提携に関するお知らせ並びに第三者

割当による新株式の発行及び第三者割当による行使価額修正条項付第７回及び第８回新株予約権の発

行に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

３．発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方 

当社は、本新株予約権の発行決議日同日に、「資本業務提携に関するお知らせ並びに第三者割当によ

る新株式の発行及び第三者割当による行使価額修正条項付第７回及び第８回新株予約権の発行に関する

お知らせ」を公表しております。当社は、かかる公表による株価への影響を織り込んだ上で本新株予約

権の払込金額を決定すべく、発行決議日時点における本新株予約権の価値と条件決定日時点における本

新株予約権の価値をそれぞれ算定し、高い方の金額を基準として本新株予約権の払込金額を決定いたし

ました。 

具体的には、当社は、発行決議日時点と条件決定日時点の本新株予約権の価値を算定するため、第７

回新株予約権については本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本新株予約権

買取契約及び本ファシリティ契約、第８回新株予約権については本新株予約権の発行要項及び割当予定

先との間で締結する予定の本新株予約権買取契約及び本覚書に定められた諸条件を考慮した本新株予約
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権の価値評価を第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティング(代表者：野口真人、住

所：東京都千代田区霞が関三丁目２番５号)(以下「プルータス社」といいます。)に依頼しました。プ

ルータス社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本新株予約権買取契

約、本ファシリティ契約及び本覚書に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモン

テカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日の市場環境、当社株式の流動性、株価(発行決

議日時点：2022年５月 20日の株価、条件決定日時点：2022年５月 26日の株価)、配当率(発行決議日

時点：0.42％、条件決定日時点：0.41％)、権利行使期間(約３年間)、無リスク利子率(発行決議日時

点：-0.038％、条件決定日時点：-0.052％)、株価変動性(発行決議日時点：48.08％、条件決定日時

点：48.04％)、当初権利行使価格(発行決議日時点：第７回は 927円、第８回は 1,716円、条件決定日

時点：第７回は 949円、第８回は 1,716円)、当社の資金調達需要、割当予定先の権利行使行動及び割

当予定先の株式保有動向等を考慮した一定の前提を置き評価を実施しております。 

その結果、発行決議時点の本新株予約権１個当たりの評価額は、第７回新株予約権については 580

円、第８回新株予約権については 270円と算定され、当社は、これを参考として、発行決議時点の本新

株予約権１個当たりの払込金額を、上記評価額と同額となるよう、第７回新株予約権については金 580

円、第８回新株予約権については金 270円と決定しました。当社は、当該算定機関が本新株予約権の公

正な評価額に影響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価手法として一般的

に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算

定機関の算定結果は合理的であると判断しております。また、株価変動等諸般の事情を考慮の上で

2022年５月 27日を条件決定日としたところ、条件決定日時点の本新株予約権１個当たりの評価額は第

７回新株予約権については 590円、第８回新株予約権については 275円と算定され、当社は、これを参

考として条件決定日時点の本新株予約権１個当たりの払込金額を、上記評価額と同額となるよう、第７

回新株予約権については金 590円、第８回新株予約権については金 275円と決定しました。その上で、

両時点における払込金額を比較し、より既存株主の利益に資する払込金額となるように、最終的に本新

株予約権１個当たりの払込金額を、第７回新株予約権については金 590円、第８回新株予約権について

は金 275円と決定しました。本新株予約権の払込金額の決定方法は、既存株主の利益を害するおそれを

回避することを目的とした合理性を有するものであり、本新株予約権の払込金額は、かかる決定方法に

基づき、上記の通り、当該算定機関における条件決定日時点の本新株予約権の算定結果を参考に、割当

予定先との間での協議を経て、当該算定結果と同額と決定されているため、有利発行には該当せず、適

正かつ妥当な価額であると判断しております。 

なお、当社監査等委員会は取締役会において、本新株予約権の払込金額は割当予定先に特に有利な金

額ではなく、適法である旨の意見を表明しております。 

 

以 上 
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株式会社カヤック第７回新株予約権発行要項 

 

１． 新 株 予 約 権 の 名 称 株式会社カヤック第７回新株予約権 

（以下「本新株予約権」という。） 

２． 新 株 予 約 権 の 総 数 7,000個 

３． 新 株 予 約 権 の 

払 込 金 額 

本新株予約権１個当たり 590円 

（本新株予約権の払込金額の総額：4,130,000円） 

４． 申 込 期 間 2022年６月 13日 

５． 新株予約権の割当日 2022年６月 13日 

６． 新株予約権の払込期日 2022年６月 13日 

７． 募 集 の 方 法 第三者割当の方法により、大和証券株式会社に全ての本新株予約権を割り当

てる。 

８． 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 

本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式 700,000 株とする（本新株予約権１個当た

りの目的である株式の数（以下「割当株式数」という。）は、100株とする。）。 

ただし、第９項によって割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は第９

項第（１）号記載の調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 

９． 本新株予約権の目的である株式の数の調整 

 

（１）当社が第13項の規定に従って行使価額（第10項第（２）号に定義する。）の調整を行う場合には、

割当株式数は次の算式により調整されるものとする。 

               調整前割当株式数 × 調整前行使価額 

    調整後割当株式数 ＝ ──────────────────── 

                 調 整 後 行 使 価 額 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 13 項記載の調整前行使価額及び調整

後行使価額とする。 

（２）前号の調整は調整後割当株式数を適用する日において未行使の本新株予約権に係る割当株式数につ

いてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。 

（３）調整後割当株式数を適用する日は、当該調整事由に係る第 13 項第（２）号及び第（４）号記載の

調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

（４）割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前割

当株式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権の新株予約権者

（以下「本新株予約権者」という。）に通知する。ただし、第 13項第（２）号⑦に定める場合その

他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを

行う。 

10． 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額 

 

（１）本新株予約権１個の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本項第（２）号に定め

る行使価額に割当株式数を乗じた額とするが、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端

数を切り上げるものとする。 

（２）本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価額」と

いう。）は、当初、949円とする。ただし、行使価額は、第 12項又は第 13項に従い、修正又は調整

される。 

11． 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金の額 

 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17条の定めると

ころに従って算出された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ず

る場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加

する資本金の額を減じた額とする。 

12． 行使価額の修正 

 
（１）行使価額は、修正日（第 18 項に定義する。）に、修正日の直前取引日（同日に終値がない場合に

は、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。）の株式会社東京証券取引
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所（以下「東京証券取引所」という。）における当社普通株式の普通取引の終値の 92％に相当する

金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り上げる。以下「修正後行使価額」と

いう。）に修正される。 

（２）修正後行使価額の算出において、算定基準日に第 13 項記載の行使価額の調整事由が生じた場合

は、当該算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案し

て調整されるものとする。 

（３）本項第（１）号及び第（２）号による算出の結果得られた金額が 2022年５月 26日の東京証券取引

所における当社普通株式の普通取引の終値の70％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金

額である 665円（但し、第 13項の規定を準用して調整される。以下「下限行使価額」という。）を

下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。 

13． 行使価額の調整 

 

（１）当社は、本新株予約権の発行後、本項第（２）号に掲げる各事由により当社普通株式の発行済株式

総数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額

調整式」という。）をもって行使価額を調整する。 

 

                                    交付普通株式数×１株当たりの払込金額 

                        既発行普通株式数 ＋ ───────────────────── 

                                          時   価 

      調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × ─────────────────────────────―― 

                              既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数 

 

「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主（以下「当社普通株主」という。）に割当てを受け

る権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない

場合は、調整後行使価額を適用する日の１か月前の日における当社の発行済普通株式数から調整後

行使価額を適用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に

本項第（２）号乃至第（４）号に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付

されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。なお、当社普通株式の株式分割が行われる

場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の保有する当社普通

株式に関して増加した当社普通株式数を含まないものとする。 

（２）行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額を適用す

る日については、次に定めるところによる。 

①行使価額調整式で使用する時価（本項第（３）号②に定義する。本項第（４）号③の場合を除

き、以下「時価」という。）を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（ただし、

当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権

付社債に付されたものを含む。）の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求

できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券若しくは権利の転

換、交換若しくは行使による場合を除く。） 

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日

とする。以下同じ。）の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が

ある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。 

②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合 

調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、又は当社普通株式の無

償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについ

て、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降

これを適用する。 

③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付

する定めがあるものを発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、又は時価を下回る対価をもっ

て当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）そ

の他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む。ただし、当社又はその関係

会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第８項に定める関係会社をい
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う。）の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。） 

調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社債に付されたも

のを含む。）その他の証券又は権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初の条件

で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して

算出するものとし、払込期日（新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合

は割当日）又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に

割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付

株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発

行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され

当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対

価が確定した日の翌日以降これを適用する。 

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを

含む。）の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合 

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付され

たものを含む。）に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合

には、(ⅰ)上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数（本項第（３）号③に定義する。）

が、上記交付の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、調整後行使価額は、超過する株式

数を行使価額調整式の交付普通株式数とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものと

し、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本④に定める調整は行わないも

のとする。 

⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式１株当たりの対価（本⑤において「取得価

額等」という。）の下方修正その他これに類する取得価額等の下方への変更（本項第（２）号乃

至第（４）号と類似の希薄化防止条項に基づく取得価額等の調整を除く。以下「下方修正等」と

いう。）が行われ、当該下方修正等後の取得価額等が当該下方修正等が行われる日（以下「取得

価額等修正日」という。）における時価を下回る価額になる場合 

(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行わ

れていない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全

てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみ

なして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用

する。 

(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修

正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当

該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなした

ときの完全希薄化後普通株式数が、当該下方修正等が行われなかった場合の既発行普通株式

数を超えるときには、調整後行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式の「交付普通株

式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日

以降これを適用する。 

⑥本号③乃至⑤における対価とは、当該株式又は新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを

含む。）の発行に際して払込みがなされた額（本号③における新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む。）の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とす

る。）から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その

他の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除

した金額をいう。 

⑦本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設

定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関

の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認が

あった日の翌日以降これを適用するものとする。 

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行

使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。 
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             (調整前行使価額－調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 

株式数 ＝ ────────────────────────────────────────― 

                           調 整 後 行 使 価 額 

 

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

（３）①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨て

る。 

②時価は、調整後行使価額を適用する日（ただし、本項第（２）号⑦の場合は基準日）に先立つ

45 取引日目に始まる 30 取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値

の平均値（終値のない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算については、円位未満小

数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。 

③完全希薄化後普通株式数は、調整後行使価額を適用する日の１か月前の日における当社の発行済

普通株式数から、調整後行使価額を適用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除

し、当該行使価額の調整前に、本項第（２）号乃至第（４）号に基づき交付普通株式数とみなさ

れた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとする（当該

行使価額の調整において本項第（２）号乃至第（４）号に基づき交付普通株式数とみなされるこ

ととなる当社普通株式数を含む。）。 

④本項第（２）号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合におけ

る調整後行使価額は、本項第（２）号の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利

についての規定を準用して算出するものとする。 

（４）本項第（２）号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社

は、必要な行使価額の調整を行う。 

①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会

社の権利義務の全部若しくは一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社

の発行済株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。 

②その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要

とするとき。 

③行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算

出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

（５）本項第（２）号及び第（４）号にかかわらず、本項第（２）号及び第（４）号に基づく調整後行使

価額を適用する日が、第 12 項に基づく行使価額を修正する日と一致する場合には、本項第（２）

号及び第（４）号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この場合においても、

下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。 

（６）本項第（１）号乃至第（５）号により行使価額の調整を行うとき（下限行使価額が調整されるとき

を含む。）は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行

使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第（２）号

⑦に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以

降すみやかにこれを行う。また、本項第（５）号の規定が適用される場合には、かかる通知は下限

行使価額の調整についてのみ行う。 

14． 本新株予約権の行使期間 

 

2022年６月 14日から 2025年６月 16日（ただし、第 16項に従って当社が本新株予約権の全部を取得する

場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日）ま

で。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。 

15． その他の本新株予約権の行使の条件 

 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

16． 本新株予約権の取得条項 

 

（１）当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合には、本新株予約権の払込期日

の翌日以降、会社法第 273条及び第 274条の規定に従って、取得日の２週間前までに通知をしたう

えで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たり払込金額にて、残存する本新株予

約権の全部を取得することができる。 

（２）当社は、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約若し
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くは株式移転計画（以下「組織再編行為」という。）が当社の株主総会（株主総会の決議を要しな

い場合は、取締役会）で承認された場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第 273条

及び第 274条の規定に従って、取得日の２週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める

取得日に、本新株予約権１個当たり払込金額にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。 

（３）当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘

柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定

した日から２週間後の日（銀行休業日である場合には、その翌銀行営業日とする。）に、本新株予

約権１個当たり払込金額にて、本新株予約権者（当社を除く｡）の保有する本新株予約権の全部を

取得する。 

17． 本新株予約権の行使請求及び払込の方法 

 

（１）本新株予約権を行使する場合には、機構（第 25項に定義する。）又は社債、株式等の振替に関する

法律（以下「社債等振替法」という。）第２条第４項に定める口座管理機関（以下「口座管理機

関」という。）に対し行使請求に要する手続きを行い、第 14項記載の本新株予約権の行使期間中に

機構により第 21 項に定める本新株予約権の行使請求受付場所（以下「行使請求受付場所」とい

う。）に行使請求の通知が行われることにより行われる。 

（２）本新株予約権を行使する場合には、前号の行使請求に要する手続きに加えて、本新株予約権の行使

に際して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関を通じて現金にて第 22 項に定める

本新株予約権の行使に関する払込取扱場所の当社の指定する口座に振り込むものとする。 

（３）本新株予約権の行使請求を行った者は、その後これを撤回することができない。 

18． 本新株予約権の行使請求の効力発生時期 

 

本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が行使請求受付場所に行われ、かつ、本新

株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が第 17 項（２）号記載の口座に入金された日（「修

正日」という。）に発生する。 

19． 本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定の理由 

 

一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日の市場環境、

当社株式の流動性、株価、配当率、権利行使期間、無リスク利子率、株価変動性、当初権利行使価格、当

社の資金調達需要、割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について一定の前提を置

いて評価した結果を参考に、本新株予約権１個当たりの払込金額を第３項に記載のとおりとした。さら

に、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第 10 項記載のとおりとし、行使価額は当初、

2022年５月 26日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に相当する金額とした。 

20． 新株予約権証券の不発行 

 当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。 

21． 本新株予約権の行使請求受付場所 

 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

22． 本新株予約権の払込金額の払込及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所 

 株式会社三菱 UFJ銀行 鎌倉支店 

23． 読み替えその他の措置 

 
当社が、会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要と

なる場合には、当社は必要な措置を講じる。 

24． 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等 

 

本新株予約権は、その全部について社債等振替法第 163 条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受け

ることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第 164 条第２項に定める場合を除き、新株予約

権証券を発行することができない。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される株式の

取扱いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従う。 

25． 振替機関 

 株式会社証券保管振替機構（「機構」という。） 

26． 上記に定めるもののほか、本新株予約権の発行に関し必要な事項の決定は、当社代表取締役CEO 柳澤 大

輔に一任する。 

27． 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

以 上 
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株式会社カヤック第８回新株予約権発行要項 

 

１． 新 株 予 約 権 の 名 称 株式会社カヤック第８回新株予約権 

（以下「本新株予約権」という。） 

２． 新 株 予 約 権 の 総 数 6,000個 

３． 新 株 予 約 権 の 

払 込 金 額 

本新株予約権１個当たり 275円 

（本新株予約権の払込金額の総額：1,650,000円） 

４． 申 込 期 間 2022年６月 13日 

５． 新株予約権の割当日 2022年６月 13日 

６． 新株予約権の払込期日 2022年６月 13日 

７． 募 集 の 方 法 第三者割当の方法により、大和証券株式会社に全ての本新株予約権を割り当

てる。 

８． 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 

本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式 600,000 株とする（本新株予約権１個当た

りの目的である株式の数（以下「割当株式数」という。）は、100株とする。）。 

ただし、第９項によって割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は第９

項第（１）号記載の調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 

９． 本新株予約権の目的である株式の数の調整 

 

（１）当社が第13項の規定に従って行使価額（第10項第（２）号に定義する。）の調整を行う場合には、

割当株式数は次の算式により調整されるものとする。 

               調整前割当株式数 × 調整前行使価額 

    調整後割当株式数 ＝ ──────────────────── 

                 調 整 後 行 使 価 額 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 13 項記載の調整前行使価額及び調整

後行使価額とする。 

（２）前号の調整は調整後割当株式数を適用する日において未行使の本新株予約権に係る割当株式数につ

いてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。 

（３）調整後割当株式数を適用する日は、当該調整事由に係る第 13 項第（２）号及び第（４）号記載の

調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

（４）割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前割

当株式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権の新株予約権者

（以下「本新株予約権者」という。）に通知する。ただし、第 13項第（２）号⑦に定める場合その

他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを

行う。 

10． 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額 

 

（１）本新株予約権１個の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本項第（２）号に定め

る行使価額に割当株式数を乗じた額とするが、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端

数を切り上げるものとする。 

（２）本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価額」と

いう。）は、当初 1,716 円とする。ただし、行使価額は、第 12 項又は第 13 項に従い、修正又は調

整される。 

11． 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金の額 

 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17条の定めると

ころに従って算出された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ず

る場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加

する資本金の額を減じた額とする。 

12． 行使価額の修正 

 
（１）行使価額は、修正日（第 18 項に定義する。）に、修正日の直前取引日（同日に終値がない場合に

は、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。）の株式会社東京証券取引
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所（以下「東京証券取引所」という。）における当社普通株式の普通取引の終値の 92％に相当する

金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り上げる。以下「修正後行使価額」と

いう。）に修正される。 

（２）修正後行使価額の算出において、算定基準日に第 13 項記載の行使価額の調整事由が生じた場合

は、当該算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案し

て調整されるものとする。 

（３）本項第（１）号及び第（２）号による算出の結果得られた金額が 2022年５月 26日の東京証券取引

所における当社普通株式の普通取引の終値の70％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金

額である 665円（但し、第 13項の規定を準用して調整される。以下「下限行使価額」という。）を

下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。 

13． 行使価額の調整 

 

（１）当社は、本新株予約権の発行後、本項第（２）号に掲げる各事由により当社普通株式の発行済株式

総数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額

調整式」という。）をもって行使価額を調整する。 

 

                                    交付普通株式数×１株当たりの払込金額 

                        既発行普通株式数 ＋ ───────────────────── 

                                          時   価 

      調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × ─────────────────────────────―― 

                              既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数 

 

「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主（以下「当社普通株主」という。）に割当てを受け

る権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない

場合は、調整後行使価額を適用する日の１か月前の日における当社の発行済普通株式数から調整後

行使価額を適用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に

本項第（２）号乃至第（４）号に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付

されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。なお、当社普通株式の株式分割が行われる

場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の保有する当社普通

株式に関して増加した当社普通株式数を含まないものとする。 

（２）行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額を適用す

る日については、次に定めるところによる。 

①行使価額調整式で使用する時価（本項第（３）号②に定義する。本項第（４）号③の場合を除

き、以下「時価」という。）を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（ただし、

当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権

付社債に付されたものを含む。）の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求

できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券若しくは権利の転

換、交換若しくは行使による場合を除く。） 

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日

とする。以下同じ。）の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が

ある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。 

②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合 

調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、又は当社普通株式の無

償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについ

て、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降

これを適用する。 

③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付

する定めがあるものを発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、又は時価を下回る対価をもっ

て当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）そ

の他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む。ただし、当社又はその関係

会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第８項に定める関係会社をい
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う。）の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。） 

調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社債に付されたも

のを含む。）その他の証券又は権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初の条件

で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して

算出するものとし、払込期日（新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合

は割当日）又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に

割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付

株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発

行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され

当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対

価が確定した日の翌日以降これを適用する。 

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを

含む。）の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合 

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付され

たものを含む。）に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合

には、(ⅰ)上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数（本項第（３）号③に定義する。）

が、上記交付の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、調整後行使価額は、超過する株式

数を行使価額調整式の交付普通株式数とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものと

し、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本④に定める調整は行わないも

のとする。 

⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式１株当たりの対価（本⑤において「取得価

額等」という。）の下方修正その他これに類する取得価額等の下方への変更（本項第（２）号乃

至第（４）号と類似の希薄化防止条項に基づく取得価額等の調整を除く。以下「下方修正等」と

いう。）が行われ、当該下方修正等後の取得価額等が当該下方修正等が行われる日（以下「取得

価額等修正日」という。）における時価を下回る価額になる場合 

(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行わ

れていない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全

てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみ

なして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用

する。 

(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修

正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当

該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなした

ときの完全希薄化後普通株式数が、当該下方修正等が行われなかった場合の既発行普通株式

数を超えるときには、調整後行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式の「交付普通株

式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日

以降これを適用する。 

⑥本号③乃至⑤における対価とは、当該株式又は新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを

含む。）の発行に際して払込みがなされた額（本号③における新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む。）の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とす

る。）から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その

他の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除

した金額をいう。 

⑦本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設

定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関

の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認が

あった日の翌日以降これを適用するものとする。 

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行

使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。 
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             (調整前行使価額－調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 

株式数 ＝ ────────────────────────────────────────― 

                           調 整 後 行 使 価 額 

 

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

（３）①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨て

る。 

②時価は、調整後行使価額を適用する日（ただし、本項第（２）号⑦の場合は基準日）に先立つ

45 取引日目に始まる 30 取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値

の平均値（終値のない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算については、円位未満小

数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。 

③完全希薄化後普通株式数は、調整後行使価額を適用する日の１か月前の日における当社の発行済

普通株式数から、調整後行使価額を適用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除

し、当該行使価額の調整前に、本項第（２）号乃至第（４）号に基づき交付普通株式数とみなさ

れた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとする（当該

行使価額の調整において本項第（２）号乃至第（４）号に基づき交付普通株式数とみなされるこ

ととなる当社普通株式数を含む。）。 

④本項第（２）号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合におけ

る調整後行使価額は、本項第（２）号の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利

についての規定を準用して算出するものとする。 

（４）本項第（２）号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社

は、必要な行使価額の調整を行う。 

①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会

社の権利義務の全部若しくは一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社

の発行済株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。 

②その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要

とするとき。 

③行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算

出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

（５）本項第（２）号及び第（４）号にかかわらず、本項第（２）号及び第（４）号に基づく調整後行使

価額を適用する日が、第 12 項に基づく行使価額を修正する日と一致する場合には、本項第（２）

号及び第（４）号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この場合においても、

下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。 

（６）本項第（１）号乃至第（５）号により行使価額の調整を行うとき（下限行使価額が調整されるとき

を含む。）は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行

使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第（２）号

⑦に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以

降すみやかにこれを行う。また、本項第（５）号の規定が適用される場合には、かかる通知は下限

行使価額の調整についてのみ行う。 

14． 本新株予約権の行使期間 

 

2022年６月 14日から 2025年６月 16日（ただし、第 16項に従って当社が本新株予約権の全部を取得する

場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日）ま

で。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。 

15． その他の本新株予約権の行使の条件 

 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

16． 本新株予約権の取得条項 

 

（１）当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合には、本新株予約権の払込期日

の翌日以降、会社法第 273条及び第 274条の規定に従って、取得日の２週間前までに通知をしたう

えで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たり払込金額にて、残存する本新株予

約権の全部を取得することができる。 
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（２）当社は、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約若し

くは株式移転計画（以下「組織再編行為」という。）が当社の株主総会（株主総会の決議を要しな

い場合は、取締役会）で承認された場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第 273条

及び第 274条の規定に従って、取得日の２週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める

取得日に、本新株予約権１個当たり払込金額にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。 

（３）当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘

柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定

した日から２週間後の日（銀行休業日である場合には、その翌銀行営業日とする。）に、本新株予

約権１個当たり払込金額にて、本新株予約権者（当社を除く｡）の保有する本新株予約権の全部を

取得する。 

17． 本新株予約権の行使請求及び払込の方法 

 

（１）本新株予約権を行使する場合には、機構（第 25項に定義する。）又は社債、株式等の振替に関する

法律（以下「社債等振替法」という。）第２条第４項に定める口座管理機関（以下「口座管理機

関」という。）に対し行使請求に要する手続きを行い、第 14項記載の本新株予約権の行使期間中に

機構により第 21 項に定める本新株予約権の行使請求受付場所（以下「行使請求受付場所」とい

う。）に行使請求の通知が行われることにより行われる。 

（２）本新株予約権を行使する場合には、前号の行使請求に要する手続きに加えて、本新株予約権の行使

に際して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関を通じて現金にて第 22 項に定める

本新株予約権の行使に関する払込取扱場所の当社の指定する口座に振り込むものとする。 

（３）本新株予約権の行使請求を行った者は、その後これを撤回することができない。 

18． 本新株予約権の行使請求の効力発生時期 

 

本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が行使請求受付場所に行われ、かつ、本新

株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が第 17 項（２）号記載の口座に入金された日（「修

正日」という。）に発生する。 

19． 本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定の理由 

 

一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日の市場環境、

当社株式の流動性、株価、配当率、権利行使期間、無リスク利子率、株価変動性、当初権利行使価格、当

社の資金調達需要、割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について一定の前提を置

いて評価した結果を参考に、本新株予約権１個当たりの払込金額を第３項に記載のとおりとした。さら

に、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第 10 項記載のとおりとし、行使価額は当初、

1,716円とした。 

20． 新株予約権証券の不発行 

 当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。 

21． 本新株予約権の行使請求受付場所 

 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

22． 本新株予約権の払込金額の払込及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所 

 株式会社三菱 UFJ銀行 鎌倉支店 

23． 読み替えその他の措置 

 
当社が、会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要と

なる場合には、当社は必要な措置を講じる。 

24． 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等 

 

本新株予約権は、その全部について社債等振替法第 163 条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受け

ることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第 164 条第２項に定める場合を除き、新株予約

権証券を発行することができない。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される株式の

取扱いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従う。 

25． 振替機関 

 株式会社証券保管振替機構（「機構」という。） 

26． 上記に定めるもののほか、本新株予約権の発行に関し必要な事項の決定は、当社代表取締役CEO 柳澤 大

輔に一任する。 

27． 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

以 上 


